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文書No: NDSNT20250818-D02 

2025年 8月21日 

「ほのぼの」シリーズ 

介護保険対応版 ほのぼのＮＥＸＴ 

システム担当者 様 

 
システム開発本部 開発第２部 部長 塚本 直彦 

 
拝啓 平素は「ほのぼの」シリーズをご愛顧賜りまして誠にありがとうございます。 
早速ではございますが、2025年 7月 30日にお知らせいたしました「令和７年８月施行の室料相当額控除の

適用に伴う対応について」国保中央会へ確認し、ほのぼのＮＥＸＴでの改修が必要となり、対応時期が確定い
たしましたので、ご案内申し上げます。 
なお、8月 18日にご案内しております内容に一部情報を追記いたしましたので、ご確認の上ご対応いただ

きますようお願いいたします。 
※追記箇所：（3ページ目）「■修正プログラム適用までの運用について」の手順③ 
末筆ながら、貴事業所の益々のご繁栄を心よりご祈念申し上げます。 
                                                                敬具 

記 

■対象事業種別 
 介護老人保健施設 
 介護医療院 
 ※短期入所療養（介護老人保健施設、介護医療院）は対象外となります。 
 
■対応時期について 

・NDS ダウンローダーをご利用のお客様（Ver.3.01.0100のお客様） 

2025年8月18日（月）午前9時に修正プログラムを配信いたしました。 
 

・オンラインプラットフォームをご利用のお客様 

2025年8月19日（火）のメンテナンスにて修正プログラムの適用が完了しております。 
 
■修正プログラム適用後の操作方法 

1） ［メニュー］→［ヘルプ(H)］→［バージョン情報(A)…］より、BLD番号が【20250807.0000以降】 

に更新されたことをご確認ください。 

 

 

 

 

 

※NDSダウンローダーのお客様で、修正プログラムが適用されていない（BLD番号が 20250807.0000より 

前の番号）場合は、NDSダウンローダーより修正プログラムをダウンロード、実行してください。 

・修正プログラム：「リリース ID：2025年 08月 07日版」 

2） 修正プログラムの適用が確認できましたら（BLD 番号が 20250807.0000 以降の場合）、利用料画面より算定

結果の有無を確認いただき、以下ご対応のほどよろしくお願いいたします。 
・すでに算定結果がある場合 ：上書きで算定を実行し居住費を修正してください。 
・算定結果がない場合    ：通常通り算定を実行してください。 
算定後、通常通り集計処理を実行いただき、請求業務を行ってください。 
 

修正プログラム適用後の動作につきましては、次ページ「■修正プログラム適用後の動作について」をご確認く
ださい。 
 

● NDS ダウンローダーがない、かつ、オンラインプラットフォーム以外のお客様（Ver.3.01.0100 のお客様） 

本対応については、2025年10月版のバージョンアップにて対応を予定しております。 
対応までの間、3ページに記載の「■修正プログラム適用までの運用について」の運用回避策にてご対応を
お願いいたします。 

【一部改訂のため差替】 
令和７年８月施行の室料相当額控除の適用に伴う 

外泊時等の対応について 

Ver.3.01.0100が 

対象となります。 
BLD番号をご確認ください。 

修正プログラム適用後：20250807.0000以降 
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■修正プログラム適用後の動作について 

ほのぼのＮＥＸＴの各機能について以下のように対応いたします。 

 

（例）外泊期間 ： 8/10～8/14 

    基準費用額： 室料を徴収する場合・・・697円   室料を徴収しない場合・・437円 

 

【自動算定の動作】 

◇利用料画面 

・変更前                     ・変更後 

 

 

 

 

 

【集計処理の動作】 

◇介護給付費明細書の特定入所者介護サービス費欄（※負担限度額ありの場合） 

・変更前 

 

 

 ・変更後 

 

 

 

◇利用料請求書の介護サービス費内訳欄（※負担限度額ありの場合） 

 ・変更前 

 

 

 

 ・変更後 
 

 

 

 

 

※補足 

 上記は外泊時費用を算定している場合を例としましたが、この他にも以下の加算を算定できる場合（基本

サービスや室料相当額控除を算定しないが居住費を算定する場合）も同様の動作となります。 
サービスコード サービス名称 

52-6300 保健施設外泊時費用 

52-6302 保健施設外泊時在宅サービス利用費用 

55-6300 医療院外泊時費用 

55-6358 医療院試行的退所サービス費 

55-6831 医療院他科受診時費用 

外泊期間中（開始日終了日を除く）、”室料を徴収しない場合”の居住費（437円）を算定します。 

外泊期間中（開始日終了日を除く）の場合、「○○多床室２」のサービスコードで集計します。 

居住費のサービスコードについて、外泊期間中の場合、「○○多床室２」で集計します。 
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■修正プログラム適用までの運用について 
NDSダウンローダーがない、かつ、オンラインプラットフォーム以外のお客様におかれましては、対応までの
間、室料相当額控除を算定する部屋を利用し、外泊時等で居住費を算定する利用者分のみ、以下の手順にて
対応をお願いいたします。 

 

（例）外泊期間 ： 8/10～8/14 

   基準費用額： 室料を徴収する場合・・・697円   室料を徴収しない場合・・437円 
 

① [請求]→[算定]→[利用料]画面 

 

 

 

 

 

 

 

② 集計処理を行い、請求情報を国保対象にします 

 

※③以降は、「負担限度額あり」の利用者分のみ、ご対応をお願いいたします。 

③ [国保請求]→[収集状況]画面にて集計を行う前に[国保請求]→[ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ入力] 画面→[特定介護」タブ

より、「被保険者番号」などで該当の利用者を絞り込み、「10：費用単価」が”437”円の行の「9:サービ

ス項目コード」を老人保健施設の場合：”5224”(介護医療院の場合：”5524”)に修正し、保存します。 

 

 

 

 

 

 

 

④ [国保請求]→[収集状況]画面→[集計]ボタンより集計後、[国保請求]→[国保請求] 画面→[明細書」ボ

タンから介護給付費明細書を確認し、修正内容が正しく反映されたことを確認してください。 

 

 

 

 

⑤ 利用料請求書で確定とする前に[請求]→[利用請求]→[利用請求]画面→[ﾏｽﾀ他]ボタン→[ﾒﾝﾃﾅﾝｽ]ボタ

ン→[利用料請求書編集]画面→[利用料請求書イメージ]タブの「テーブル 利用料請求書明細」より、「利

用者名」から該当の利用者を特定し、「単価、単位点数/金額」が”437”円の行の「正式名」、 

「略名」について、”○○多床室２”に修正します。 

 

 

 

 

 

 

⑥ [請求]→[利用請求]→[利用請求]画面→[請求書]ボタンから利用料請求書を確認し、修正内容が正しく

反映されたことを確認してください。 

 

 

 

 

 

 

■お問い合わせ先 

ご不明な点がございましたら「ほのぼの」シリーズサポートセンターまでお問い合わせください。 

以上 

外泊期間中（開始日終了日を除く）、 

“室料を徴収しない場合”の居住費（437円）に

修正します。 


